
＜次世代学校支援モデル構築事業＞ １19百万円
・校務系システムと学習系システム間の連携を図り、データに基づく学習

指導・生徒指導の質の向上や学級・学校運営の改善を推進

＜新学習指導要領対応施策＞ 108百万円【拡充】
●情報教育及びICT活用の推進に係る推進校における実践研究
・情報活用能力を育むカリキュラム・マネジメント事例（ＧＰ）の創出
・ICTを効果的に活用した指導事例（GP）の創出
●小学校プログラミング教育支援推進事業
・プログラミング教育の指導事例（GP）の創出と普及
・教師向けの研修用教材の開発・提供や研修リーダーとなる教師等
を対象としたセミナーの実施

●高等学校情報科担当教員の指導力向上
・教師向けの研修用教材の作成・配布等

文部科学省
平成30年度 教育の情報化関係予算（案）等

教育の情報化の推進 校務の情報化の推進

＜情報モラル教育推進事業＞20百万円【拡充】
・教師向けの指導資料の改善・充実
・児童生徒向け啓発資料の作成・配布 等

＜ＩＣＴ活用教育アドバイザー派遣事業＞１０百万円 ＜デジタル教科書の活用方法・留意点等に関するガイドラインの策定＞１４百万円

＜統合型校務支援システム導入実証研究事業＞311百万円【新規】
・都道府県単位での統合型校務支援システムの共同調達・運用の促進に
係る実証

＜遠隔教育システム導入実証研究事業＞５２百万円【新規】
・多様性ある学習環境や専門性の高い授業の実現等、児童生徒の学びの質の向上を図るため、遠隔教育システムの導入促進に係る実証

３０年度予定額 ６６７百万円（２９年度予算額：５３２百万円）
※上記の他、地方財政措置として単年度１，８０５億円を措置

※その他、教育用コンテンツ奨励事業等関連事業があるため、金額の合計は一致しない。

教育の情報化を支える基盤整備の推進
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＜学校におけるＩＣＴ環境整備に係る地方財政措置＞単年度１，８０５億円【拡充】（２０１８～２０２２年度）
●新学習指導要領の実施を見据えた、学校において最低限必要とされ、かつ優先的に整備すべきICT環境を整備
・３クラスに１クラス分程度の学習者用コンピュータ（現在の3.6人に１台から拡充）
・全ての普通教室に無線ＬＡＮ
・全ての学校に統合型校務支援システム 等

参考資料2



全国の小・中・高等学校において新学習指導要領の趣旨を踏まえ、全ての学習の基盤となる
「情報活用能力」の育成に取り組めるよう、優れた指導事例の創出・普及や教員研修用教材
の開発等の支援策を講じる。
とりわけ、新たに必修化された小学校におけるプログラミング教育の推進に重点的に取り組む。

新学習指導要領
（小学校学習指導要領、中学校学習指導
要領 平成29年3月31日告示、高等学校
学習指導要領は29年度中に改訂予定）

➢ 「情報活用能力」を「学習の基盤
となる資質・能力」と位置付け、
「教科横断的な視点から教育課
程の編成を図」り、育成していく

➢ 「コンピュータや情報通信ネット
ワークなどの情報手段を適切に
活用した学習活動の充実を図る」

➢ 小学校においては、「児童がプロ
グラミングを体験しながら、コン
ピュータに意図した処理を行わせ
るために必要な論理的思考力を
身に付けるための学習活動」を、
「各教科等の特質に応じて」、「計
画的に実施する」

➢ 高等学校情報科については、共
通必履修科目「情報Ⅰ」を新設
し、全ての生徒が、プログラミン
グ、ネットワーク（情報セキュリ
ティを含む）やデータベースの基
礎等について学ぶよう改訂・充実
する

新学習指導要領の趣旨の実現に向けた情報教育及びICT活用の推進に関する調査
研究【29年度「情報教育の推進に関する調査研究」】〈委託〉 ２４百万円

小学校プログラミング教育支援推進事業【新規】〈委託〉 ７０百万円 ⇒次ページ参照

新学習指導要領に対応した高等学校情報科担当教員の指導力向上【新規】〈委託〉１４百万円

小学校 平成32年度から全面実施
中学校 平成33年度から全面実施
高等学校 平成34年度から学年進行で実施

データサイエンスやサイバーセキュリティなど最新の
情報技術に関する知識や指導方法、企業との連携
の進め方等を再習得するための研修について、各
都道府県教育委員会等の計画的な実施を支援

情報科担当教員を対象とした都道府県等の研修で活用できる教員研
修用教材（研修テキスト）を作成・配布

小学校プログラミング教育の円滑な実施に向けて、以下の事業を実施

① 全国の小学校において参考となる、新学習指導要領の趣旨を踏まえたプロ
グラミング教育の指導事例（GP）の創出と普及

② 各小学校の校内研修において活用できるわかりやすい教員研修用教材（映
像教材やeラーニング教材）の開発・提供や、地域の研修リーダーとなる教員
等を対象としたセミナーの実施

新学習指導要領の趣旨の実現に向けて、以下の事項について、推進校における実践研究を通じた優れた事例
（GP）の創出と、指導手引書等の作成による全国の学校への普及

① 情報活用能力を育む教科横断的で体系的なカリキュラム・マネジメント事例（GP）の創出
② 「主体的・対話的で深い学び」（アクティブ・ラーニング）を実現するICTを効果的に活用した指導事例（GP）の創出

未来投資戦略2017【抜粋】
（平成29年6月9日閣議決定）

「未来の学びコンソーシアム」と連
携し、2020年度の新学習指導要
領の全面実施を待つことなく、現
場のニーズに応じた楽しみながら
学べるデジタル教材の開発と学
校現場での活用・評価、活用結果
を踏まえた教材の更なる改善及
び指導事例の蓄積に向けた産業
界と教育現場が連携した取組を
今年度秋から開始し、来年度から
本格展開する。

「未来の学びコンソーシアム」との連携
• コンソーシアム賛同企業・団体等で開発された教材を活用した指導事例創出
• 創出された指導事例等の全国の小学校への情報提供（コンソーシアムのポー
タルサイトを通じて発信）

新学習指導要領対応施策（次世代の教育情報化推進事業）
（前年度予算額 ５２百万）
３０年度予定額 １０８百万円
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（参考） 小学校プログラミング教育の円滑な実施に向けた工程

未来の学びコンソーシアムによる支援

小学校プログラミング教育支援推進事業におい
て、以下の取組を実施
• 指導事例（グッドプラクティス）の創出
指導手引書の作成

• 各地域のリーダーとなる教員に対する研修
• 校内研修教材の作成

新学習指導
要領告示
(H29.3.31)

同解説公表
(H29.6.21）

情報教育推進校（IE-School）事業による指導
事例の収集
※プログラミング教育を含む情報活用能力育成のた
めの実践事例を収集

小
学
校
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
全
面
実
施

①企業・団体による質の高い教材開発の促進
・教材開発者と教育専門家（指導主事・教科調査官
等）との意見交換の場の設置
・先行的にプログラミングを実践している教員等から、
授業で使いやすい教材のイメージについてヒアリン
グ・共有

②人的支援体制の検討
・先行して取り組んでいる自治体や、既に研修講師派
遣等を実施している団体等からヒアリングを行い、
人的支援体制のニーズ整理及び基本設計を実施

③情報発信等
・ポータルサイトを構築し、学校現場がプログラミング教育を実施する際の有益な情報を掲載
・プログラミング教育の理解増進に向けたセミナー等の普及啓発活動や教育委員会への働きかけの実施

＜人的支援体制の仕組みの運用＞
・人的支援を必要とする学校現場への外部人材の
派遣等

＜学校現場での実践を踏まえた教材改善の促進＞
・活用した学校の意見等を企業・団体で共有し、教材
改善に生かす

「小学校プログラミング教育指針」（仮称）策定

若年層に対するプログラミング教育の普及推
進事業による課外での教育事例の収集

地域におけるIoTの学び推進事業において、
IoTを地域で継続的・発展的に学べる
学習機会の手法を確立

連携

○ 教育課程におけるプログラミング教育と課外におけるプログラミング教育の実践強化、さらに、官民連携による良質な教材開発促進・人的支援

体制の構築が相まって、質の高いプログラミング教育を実現

教
育
委
員
会
・学
校
に
お
け
る
本
格
的
な
準
備
（教
員
研
修
・使
用
教
材
の
調
達
等
）

H30（2018）年度～
H32

（2020）年度
H31（2019）

年度
H29（2017）年度

文
部
科
学
省

総
務
省

文
部
科
学
省
・総
務
省
・経
済
産
業
省
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○学習者用コンピュータ
（予備用）

故障・不具合に備えた複数の予備機
の配備

全学校種

○充電保管庫
学習者用コンピュータの充電・保管

用

○学習用サーバ 学校ごとに１台

○ソフトウェア
・統合型校務支援システムの整備
・セキュリティソフトの整備

○校務用サーバ
学校の設置者（教育委員会）ごとに１

台の整備

ICT機器
整備対象
（教室等）

対象学校種

○電子黒板 普通教室
（H29.3現在 24.4％）

全学校種

○実物投影機（書画カメラ） 普通教室

○教育用コンピュータ
3.6人/台

（H29.3現在 5.9人/台）

○学習用ツール
教育用コンピュー
タの台数分

○無線LAN 普通教室
（H29.3現在 29.6％）

○校務用コンピュータ 教員１人１台

○超高速インターネット接続 学校

○ICT支援員 配置

ICT機器
整備対象
（教室等）

対象学校種

○大型提示装置 普通教室 ＋ 特別教室 全学校種

○実物投影装置 普通教室 ＋ 特別教室 小学校・特別支援学校

○学習者用コンピュータ ３クラスに１クラス分程度

全学校種

○指導者用コンピュータ 授業を担任する教師1人1台

○学習用ツール
学習者及び指導者用コンピュータ

の台数分

○無線LAN 普通教室 ＋ 特別教室

○校務用コンピュータ 教師１人１台

○超高速インターネット接続 全学校に整備

○ICT支援員 配置（４校に１人）

現行：第２期教育振興基本計画における目標 これからの学習活動を支えるＩＣＴ環境

新規追加事項

※「全学校種」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校のことをいう。

本整備方針は、全国の学校において、最低限必要とされ、かつ、
優先的に整備すべきICT環境について示したものであり、個々
の地方公共団体・学校において、本整備方針以上（例えば、１
人１台コンピュータ環境など）の環境整備を進めるなど、積極
的な取組を期待。

これからの学習活動を支えるＩＣＴ機器等と設置の考え方
（「平成30年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」（平成29年12月26日）のポイント）

○学習者用コンピュータ
➡ 現行の3.6人/台から３クラスに１クラス分程度に変更【授業
展開に応じて必要な時に「１人１台環境」を可能とする環境の
実現】（１日１授業分程度を当面の目安とする）
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学校におけるＩＣＴ環境整備について

2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針で目標と
されている水準

●学習者用コンピュータ ３クラスに１クラス分程度整備

●指導者用コンピュータ 授業を担任する教師１人１台

●大型提示装置・実物投影機 100％整備
各普通教室１台、特別教室用として６台
（実物投影機は、整備実態を踏まえ、小学校及び特別支援学校に整備）

●超高速インターネット及び無線LAN 100％整備

●統合型校務支援システム 100％整備

●ＩＣＴ支援員 ４校に１人配置

● 上記のほか、学習用ツール（※）、予備用学習者用コンピュータ、充電保管庫、学習用サーバ、

校務用サーバー、校務用コンピュータやセキュリティに関するソフトウェアについても整備
（※）ワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーションソフトなどをはじめとする各教科等の学習活動に共通で必要なソフトウェア

新学習指導要領においては、情報活用能力が、言語能力、問題発見・解決能力等と同様に「学習の基盤となる資質・能力」と位置付

けられ、「各学校において、コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これらを適切に活用

した学習活動の充実を図る」ことが明記されるとともに、小学校においては、プログラミング教育が必修化されるなど、今後の学習活動にお

いて、積極的にＩＣＴを活用することが想定されています。

このため、文部科学省では、新学習指導要領の実施を見据え「2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」を取りまとめ

るとともに、当該整備方針を踏まえ「教育のＩCＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」を策定しました。また、この

ために必要な経費については、2018～2022年度まで単年度1,805億円の地方交付税措置を講じることとされています。

教育のＩCＴ化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）

・１日１回程度、児
童生徒が１人１台
環境で学習できる
環境の実現

学校におけるＩＣＴ環境整備について

5



Stage1

Stage2

Stage3

Stage4

電子黒板
（大型提示装置）

グループ1台
可動式PC

授業展開に応
じて必要な時
に1人1台
可動式PC

1人1台
可動式PC

（参考）全国の学校（普通教室）におけるICT環境整備のステップ(イメージ)

＋

＋

＋

＋

無線LAN

無線LAN

無線LAN

＋

各教室PC1台

新学習指導要領実施に向けて
早急にStage３の環境整備が必要

電子黒板
（大型提示装置）

電子黒板
（大型提示装置）

電子黒板
（大型提示装置）

＋

3クラスに
1クラス分程度

（出典）「2020年代に向けた教育の情報化に関する懇談会」（文部科学省）配布資料をもとに作成

＋

全国的な学校のＰＣ整備状況を踏まえると、実証研究等を通じStage４（先進校）のＩＣＴ
活用事例を蓄積・周知しつつ、全ての学校がStage３を実現できるよう、各自治体の環境整
備促進を図っていく。
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学校における主なＩＣＴ環境の整備状況

①教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数（人/台） （％） ③超高速インターネット接続率（100Mbps以上）

（％） ②普通教室の無線LAN整備率

出典：「平成28年度 学校における教育の情報化の実態等に関する調査」

①教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数 5.9人/台（6.2人/台） （目標：3.6人/台）

②普通教室の無線LAN整備率 29.6％（26.1％） （目標：100％）

普通教室の校内LAN整備率 88.9%（87.7％） （目標：100％）

③超高速インターネット接続率（100Mbps以上） 47.9％（38.4％） （目標：100％）

超高速インターネット接続率（ 30Mbps以上） 87.2％（84.2％） （目標：100％）

➃普通教室の電子黒板整備率 24.4%（21.9％） （目標：100％（1学級当たり1台）)

④普通教室の電子黒板整備率
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H29年3月1日現在

（参考）普通教室の校内LAN整備率

普通教室の無線LAN整備率

超高速インターネット接続率（100Mbps以上）

（参考） 超高速インターネット接続率（30Mbps以上）

（ ）は前回調査（平成27年度）の数値

【参考】 学校におけるＩＣＴ環境の整備状況
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